
京都市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例（令和元年６月１１日京都市条例第   

号）（都市計画局建築指導部建築指導課，同局同部建築審査課） 

建築基準法（以下「法」という。）の一部改正に伴い，次の措置を講じるとともに規定

を整備することとしました。 

１ 建蔽率が法の規定の限度を超える建築物の建築に係る許可及び建築物の用途を変

更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和に係る許可の申

請に対する審査に係る手数料を定めることとしました。 

２ 既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場

合の制限の緩和に係る認定の申請に対する審査に係る手数料を定めるとともに，これ

に併せて，既存の一の建築物について二以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う

場合の制限の緩和に係る認定の申請に対する審査に係る手数料の適正化を図ること

としました。 

 この条例は，市規則で定める日から施行することとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０号）（都市計画局建築指導部建築指導課，同部建築審査課） 



 京都市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例を公布する。 

  令和元年６月１１日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市条例第   号 

   京都市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例 

 京都市都市計画関係手数料条例の一部を次のように改正する。 

 別表第１ の項中 

「     
 法第５３条第５項第３号の規定に基づく建築

物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許

可の申請に対する審査 

３３，０００ 

 

を 

   」  
「     
 法第５３条第５項の規定に基づく建築物の建

蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査 
３３，０００ 

 

に，  法第５３条第６項第３号の規定に基づく建築

物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許

可の申請に対する審査 

３３，０００ 

 

   」  
「     
 法第８６条

の８第１項

又は第３項

前段の規定

に基づく工

事の全体計

画の認定又

は工事の全

体計画の変

更の認定の

申請に対す

２００平方メートル以下の面

積 
２７，０００ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

を 

 ２００平方メートルを超え５

００平方メートル以下の面積 
３６，０００ 

 

 ５００平方メートルを超え１，

０００平方メートル以下の面

積 

５２，０００ 

 

 １，０００平方メートルを超え

２，０００平方メートル以下の 

面積 

６９，０００ 

 

  

 ２，０００平方メートルを超え １６０，０００  

１０

を



 る審査 １０，０００平方メートル以下

の面積 
 

 

 １０，０００平方メートルを超

え５０，０００平方メートル以

下の面積 

２７０，０００ 

 

 ５０，０００平方メートルを超

える面積 
４９０，０００ 

 

   」  
「    
 法第８６条

の８第１項

若しくは第

３項前段（第

８７条の２

第２項にお

いて準用す

る場合を含

む。）又は第

８７条の２

第１項の規

定に基づく

工事の全体

計画の認定

又は工事の

全体計画の

変更の認定

の申請に対

する審査  

３０平方メートル以下の面積 ２７，０００  

 

 ３０平方メー

トルを超え１

００平方メー

トル以下の面

積 

特定建築物 ３２，０００ 
 

 その他の建築

物 
４３，０００ 

 

 １００平方メ

ートルを超え

２００平方メ

ートル以下の

面積 

特定建築物 ４４，０００ 
 

 
その他の建築

物 
６１，０００ 

 

 ２００平方メ

ートルを超え

５００平方メ

ートル以下の

面積 

特定建築物 ６５，０００ 
 

 その他の建築

物 
１０８，０００ 

 

 ５００平方メートルを超え１，

０００平方メートル以下の面

積 

１４７，０００ 

 

 １，０００平方メートルを超え

２，０００平方メートル以下の 
２０２，０００ 

 

１６０，０００

２０２，０００



 面積    

 ２，０００平方メートルを超え

５，０００平方メートル以下の

面積 

３１２，０００ 

  

に改め， 

 ５，０００平方メートルを超え

１０，０００平方メートル以下

の面積 

４６６，０００ 

  

 １０，０００平方メートルを超

え５０，０００平方メートル以

下の面積 

６００，０００ 

  

 ５０，０００平方メートルを超

える面積 
１，０８４，０００ 

  

 法第８７条

の３第５項

前段の規定

に基づく建

築物の用途

を変更して

興行場等と

して使用す

ることの許

可の申請に

対する審査 

使用期間が１月以内のもの ６０，０００   

 

使用期間が１月を超えるもの １２０，０００ 

  

 法第８７条の３第６項前段の規定に基づく建

築物の用途を変更して特別興行場等として使

用することの許可の申請に対する審査 

１６０，０００ 

  

   」  
同表備考５中「又は第３項前段」を「若しくは第３項前段（第８７条の２第２項において

準用する場合を含む。）又は第８７条の２第１項」に改め，同備考８中「第８６条の８第１

項」の右に「又は第８７条の２第１項」を，「変更に係る部分の床面積」の右に「のうち最



大のもの」を加え，同備考９中「第８６条の８第３項前段」の右に「（第８７条の２第２項

において準用する場合を含む。）」を加える。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，市規則で定める日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例の施行の日前の申請に係る手数料については，なお従前の例による。 

（都市計画局建築指導部建築指導課，同局同部建築審査課） 　　　（都市計画局建築指導部建築指導課，同部建築審査課）　　


